
（
相
続
税
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

相
続
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

（
相
続
税
の
非
課
税
財
産
）

（
相
続
税
の
非
課
税
財
産
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
財
産
の
価
額
は
、
相
続
税
の
課
税
価
格
に
算
入
し
な
い
。

第
十
二
条

同

上

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

宗
教
、
慈
善
、
学
術
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定

三

宗
教
、
慈
善
、
学
術
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定

め
る
も
の
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
当
該
公
益
を
目
的
と
す
る

め
る
も
の
が
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
当
該
公
益
を
目
的
と
す
る

事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
確
実
な
も
の

四

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

号
）
第
二
条
第
一
項
第

一
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
公
益
信
託
（
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び

第
四
号
に
お
い
て
「
公
益
信
託
」
と
い
う
。
）
の
受
託
者
が
遺
贈
に
よ
り
取
得
し

た
財
産
（
そ
の
信
託
財
産
と
し
て
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）

五

省

略

四

同

上

六

相
続
人
の
取
得
し
た
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
金
（
前
号
に
掲
げ

五

相
続
人
の
取
得
し
た
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
保
険
金
（
前
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
又
は
ロ
に

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分

分イ

第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
被
相
続
人
の
全
て
の
相
続
人
が
取
得
し
た
同
号
に

イ

第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
被
相
続
人
の
す
べ
て
の
相
続
人
が
取
得
し
た
同
号

掲
げ
る
保
険
金
の
合
計
額
が
五
百
万
円
に
当
該
被
相
続
人
の
第
十
五
条
第
二
項

に
掲
げ
る
保
険
金
の
合
計
額
が
五
百
万
円
に
当
該
被
相
続
人
の
第
十
五
条
第
二

に
規
定
す
る
相
続
人
の
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
（
ロ
に
お
い
て
「
保
険
金

項
に
規
定
す
る
相
続
人
の
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
（
ロ
に
お
い
て
「
保
険

の
非
課
税
限
度
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合

当
該
相
続
人
の
取
得
し

金
の
非
課
税
限
度
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合

当
該
相
続
人
の
取
得

た
保
険
金
の
金
額

し
た
保
険
金
の
金
額

ロ

省

略

ロ

同

上

七

相
続
人
の
取
得
し
た
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
給
与
（
以
下
こ
の
号
に

六

相
続
人
の
取
得
し
た
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
給
与
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
退
職
手
当
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場

お
い
て
「
退
職
手
当
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分

合
の
区
分
に
応
じ
、
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分

イ

第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
被
相
続
人
の
全
て
の
相
続
人
が
取
得
し
た
退
職
手

イ

第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
被
相
続
人
の
す
べ
て
の
相
続
人
が
取
得
し
た
退
職

当
金
等
の
合
計
額
が
五
百
万
円
に
当
該
被
相
続
人
の
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定

手
当
金
等
の
合
計
額
が
五
百
万
円
に
当
該
被
相
続
人
の
第
十
五
条
第
二
項
に
規

す
る
相
続
人
の
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
（
ロ
に
お
い
て
「
退
職
手
当
金
等

定
す
る
相
続
人
の
数
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
（
ロ
に
お
い
て
「
退
職
手
当
金

の
非
課
税
限
度
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合

当
該
相
続
人
の
取
得
し

等
の
非
課
税
限
度
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合

当
該
相
続
人
の
取
得

た
退
職
手
当
金
等
の
金
額

し
た
退
職
手
当
金
等
の
金
額



ロ

省

略

ロ

同

上

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
財
産
を
取
得
し
た
者
が
当
該
財
産
を
取
得
し
た
日
か
ら
二

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
財
産
を
取
得
し
た
者
が
そ
の
財
産
を
取
得
し
た
日
か
ら
二

年
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
当
該
財
産
を
そ
の
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
用
に
供
し

年
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
、
な
お
当
該
財
産
を
当
該
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の

な
い
場
合
又
は
供
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

用
に
供
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
財
産
の
価
額
は
、
課
税
価
格
に
算
入

財
産
の
価
額
は
、
相
続
税
の
課
税
価
格
に
算
入
す
る
。

す
る
。

（
贈
与
税
の
非
課
税
財
産
）

（
贈
与
税
の
非
課
税
財
産
）

第
二
十
一
条
の
三

次
に
掲
げ
る
財
産
の
価
額
は
、
贈
与
税
の
課
税
価
格
に
算
入
し
な

第
二
十
一
条
の
三

同

上

い
。

一

法
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
及
び
公
益
信
託
か
ら
給
付
を
受
け
た

一

法
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

財
産

二

省

略

二

同

上

三

宗
教
、
慈
善
、
学
術
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定

三

宗
教
、
慈
善
、
学
術
そ
の
他
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
で
政
令
で
定

め
る
も
の
が
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
当
該
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
用

め
る
も
の
が
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
当
該
公
益
を
目
的
と
す
る
事
業
の
用

に
供
す
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
供
す
る
こ
と
が
確
実
な
も
の

四

公
益
信
託
の
受
託
者
が
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
（
そ
の
信
託
財
産
と
し
て

四

所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
三
項
（
寄
附
金
控
除
）
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託

取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
公
益
信
託
」
と
い
う
。
）
で
学
術
に
関
す
る
顕

著
な
貢
献
を
表
彰
す
る
も
の
と
し
て
、
若
し
く
は
顕
著
な
価
値
が
あ
る
学
術
に
関

す
る
研
究
を
奨
励
す
る
も
の
と
し
て
財
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
か
ら
交
付
さ
れ

る
金
品
で
財
務
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
又
は
学
生
若
し
く
は
生
徒
に
対
す
る
学
資

の
支
給
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
定
公
益
信
託
か
ら
交
付
さ
れ
る
金
品

五
・
六

省

略

五
・
六

同

上

２

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
財
産
に
つ
い
て
準
用
す
る

２

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
財
産
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の

三
第
一
項
」
と
、
「
相
続
税
」
と
あ
る
の
は
「
贈
与
税
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
調
書
の
提
出
）

（
調
書
の
提
出
）

第
五
十
九
条

省

略

第
五
十
九
条

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

５

第
一
項
各
号
、
第
二
項
又
は
第
三
項
に
定
め
る
調
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

５

第
一
項
各
号
、
第
二
項
又
は
第
三
項
に
定
め
る
調
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

に
「
調
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
調
書
の
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
前
々
年

に
「
調
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
調
書
の
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
前
々
年

の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
提
出
す
べ
き
で
あ
つ
た
当
該
調
書

の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
提
出
す
べ
き
で
あ
つ
た
当
該
調
書



の
枚
数
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
数
が
三
十
以
上
で
あ

の
枚
数
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
数
が
百
以
上
で
あ
る

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
調
書
を
提
出
す
べ
き
者
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
調
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
規
定

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
調
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に

に
規
定
す
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
次
に
掲

規
定
す
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
次
に
掲
げ

げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署
長
に
提
供

る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

６
～
８

省

略

６
～
８

同

上

附

則

附

則

１
～

省

略

１
～

同

上

23

23公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
（
公
益
信

24
託
）
に
規
定
す
る
公
益
信
託
の
委
託
者
（
そ
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
を
含

む
。
）
は
、
第
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
委
託
者
に
該
当
す
る
も
の
と
み

な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。


